
平成２６年度当初予算知事査定ヒアリング資料 

 

 

部局名 ： 警察本部 

 

No 細事業名 事業費 ページ 

１ 警察署庁舎整備事業 ４２０，５３１千円 １ 

子ども見守り事業 ２１，１２５千円 ７ 

チャイルドガーディアンみえ推進事業 ２５，０６０千円 13 

合  計 ４６６，７１６千円  
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２ 取組詳細 

取組概要 
● 四日市北警察署移転候補地の用地測量、鑑定等の業務委託を実施します。 

取組内容等 

 

● 警察署庁舎整備にかかる調査  5,725千円（5,725千円） 

   移転候補地の用地測量、土地鑑定、工作物・立竹木等の調査・積算を実施します。 

   今後の事業工程といたしましては、 

・平成２６年度    用地購入、地質調査、造成・建築設計等 

・平成２７年度    建築設計、造成工事等 

・平成２８～２９年度 庁舎建設工事等 

を予定しております。 

現四日市北警察署（昭和４６年度建設） 

３ 中間進捗情報 

成果と残された課題 

● 移転候補地の用地測量、土地鑑定等を実施するとともに、翌年度の用地取得に向けた諸準備を推進し

ています。 

下半期（翌年度）に向けた改善のポイントと取組方向 

〔下半期〕 

● 移転候補地の工作物や立竹木に関する調査を実施します。 

〔翌年度〕 

● 移転先の用地交渉・購入等を行い造成、建築設計等を行います。 

 

４ 年間実施結果 

取組結果 
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成果と残された課題 

（１）成果 

 

 

（２）課題 

 

 

 

 

総 

 

 

合 

 

 

判 

 

 

断 

見直しの視点 

□事業目的の妥当性  □県関与の必要性  □手段の有効性  □手段の効率性  □緊要性 

□該当なし 

見直しの方向 

□廃止(廃止)  □廃止(民営化)  □廃止(国へ移譲)  □廃止(市町へ移譲)  □廃止(休止) 

□見直し・縮小(要改善)  □統合化(要改善)  □終期設定(要改善)  □現行通り  □拡充 

民間活力の活用 

□人材派遣  □委託  □ＰＦＩ等  □指定管理者制度  □地方独立行政法人 □現行通り 

今後に向けた改善のポイントと取組方向 

（１）見直しの視点・方向、民間活力の活用の判断理由 

 

（２）課題への対応 
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２ 取組詳細 

取組概要 
● 四日市北警察署移転先の用地交渉・購入等を行い造成、建築設計等を行います。 

取組内容等 

 

● 警察署庁舎整備事業  420,531千円(106,531千円) 

移転先の用地交渉・購入、地形測量、造成工事設計、建築設計等を実施します。 

   今後の事業工程といたしましては、 

・平成２７年度    建築設計、造成工事等 

・平成２８～２９年度 庁舎建設工事等 

を予定しております。 

現四日市北警察署（昭和４６年度建設） 

３ 中間進捗情報 

成果と残された課題 

 

下半期（翌年度）に向けた改善のポイントと取組方向 

〔下半期〕 

 

〔翌年度〕 

 

 

４ 年間実施結果 

取組結果 
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成果と残された課題 

（１）成果 

 

 

（２）課題 

 

 

 

 

総 

 

 

合 

 

 

判 

 

 

断 

見直しの視点 

□事業目的の妥当性  □県関与の必要性  □手段の有効性  □手段の効率性  □緊要性 

□該当なし 

見直しの方向 

□廃止(廃止)  □廃止(民営化)  □廃止(国へ移譲)  □廃止(市町へ移譲)  □廃止(休止) 

□見直し・縮小(要改善)  □統合化(要改善)  □終期設定(要改善)  □現行通り  □拡充 

民間活力の活用 

□人材派遣  □委託  □ＰＦＩ等  □指定管理者制度  □地方独立行政法人 □現行通り 

今後に向けた改善のポイントと取組方向 

（１）見直しの視点・方向、民間活力の活用の判断理由 

 

（２）課題への対応 
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２ 取組詳細 

取組概要 

● 子どもの見守り機能を強化するため、学校、学習塾等が数多く集中する地区に新たな防

犯装置である街頭緊急警報装置を整備し、子供を犯罪被害から守ります。 

取組内容等 

 

● 街頭緊急警報装置の整備（鈴鹿地区及び松阪地区） 

 19,152千円（1,152千円） 

新たな防犯装置である街頭緊急警報装置の設置に当たっては、犯罪発生状況や不審者情報の分析結

果、学校、教育委員会、市町等の関係機関との協議結果及び地域住民の意見・要望等を踏まえ、より

見守り効果の高い箇所を選定します。 

 

     

    

 

 

３ 中間進捗情報 

成果と残された課題 

● 鈴鹿地区（平田地区） 

  ６月５日 鈴鹿市役所地域課、市教育委員会及び鈴鹿警察署との事前協議の実施 

  ８月６日 鈴鹿市役所地域課、市教育委員会との事前協議(2回目)の実施 

  ８月 23日 住民説明会の開催 

  ※ 設置箇所については、関係機関との協議及び地元住民による意見・要望のほか、通学路や不審者

情報の多発箇所等を考慮し、既設８基中３基を移設することとしました。 
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● 松阪地区（松阪駅前、愛宕、上川及び米之庄地区） 

  ６月 25日 松阪市役所安全防災課、市教育委員会及び松阪警察署との事前協議の実施 

  ７月４日  鈴鹿市自治会連合会事務局との事前協議の実施 

  ９月中   街頭緊急警報装置の更新、移設に係る９地区の自治会長宅に個別訪問し、事業及び更新、

移設箇所の説明を実施 

  ※ 設置箇所については、関係機関及び地元住民による意見・要望のほか、通学路や不審者情報の多

発箇所を考慮し、既設８基中２基を移設することとしました。 

下半期（翌年度）に向けた改善のポイントと取組方向 

〔下半期〕 

● 平成 26年２月当初より、鈴鹿地区及び松阪地区の工事を開始し、３月下旬ころ運用を開始します。 

〔翌年度〕 

● 強制わいせつ事件の発生や声掛け、つきまとい事案等の不審者情報が数多く認められる津地区及び伊

勢地区に、街頭緊急警報装置を設置し、子どもの見守り機能を強化したいと考えております。 

 

４ 年間実施結果 

取組結果 

 

 

成果と残された課題 

（１）成果 

 

（２）課題 

 

 

 

総 

 

 

合 

 

 

判 

 

 

断 

見直しの視点 

□事業目的の妥当性  □県関与の必要性  □手段の有効性  □手段の効率性  □緊要性 

□該当なし 

見直しの方向 

□廃止(廃止)  □廃止(民営化)  □廃止(国へ移譲)  □廃止(市町へ移譲)  □廃止(休止) 

□見直し・縮小(要改善)  □統合化(要改善)  □終期設定(要改善)  □現行通り  □拡充 

民間活力の活用 

□人材派遣  □委託  □ＰＦＩ等  □指定管理者制度  □地方独立行政法人 □現行通り 

今後に向けた改善のポイントと取組方向 

（１）見直しの視点・方向、民間活力の活用の判断理由 

 

（２）課題への対応 
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２ 取組詳細 

取組概要 

● 子どもの見守り機能を強化するため、強制わいせつや不審者情報が数多く認められる津

地区及び伊勢地区に新たな防犯装置である街頭緊急警報装置を整備し、子どもの安全を見

守る環境の強化を図ります。 

取組内容等 

 

● 街頭緊急警報装置の整備（津地区及び伊勢地区） 

 21,125千円（7,125千円） 

新たな防犯装置である街頭緊急警報装置の設置に当たっては、犯罪発生状況や不審者情報の分析結

果、学校、教育委員会、市町等の関係機関との協議結果及び地域住民の意見・要望等を踏まえ、より

見守り効果の高い箇所を選定し、整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

３ 中間進捗情報 

成果と残された課題 
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下半期（翌年度）に向けた改善のポイントと取組方向 

〔下半期〕 

 

〔翌年度〕 

 

 

４ 年間実施結果 

取組結果 

 

 

成果と残された課題 

（１）成果 

 

 

（２）課題 

 

 

 

 

総 

 

 

合 

 

 

判 

 

 

断 

見直しの視点 

□事業目的の妥当性  □県関与の必要性  □手段の有効性  □手段の効率性  □緊要性 

□該当なし 

見直しの方向 

□廃止(廃止)  □廃止(民営化)  □廃止(国へ移譲)  □廃止(市町へ移譲)  □廃止(休止) 

□見直し・縮小(要改善)  □統合化(要改善)  □終期設定(要改善)  □現行通り  □拡充 

民間活力の活用 

□人材派遣  □委託  □ＰＦＩ等  □指定管理者制度  □地方独立行政法人 □現行通り 

今後に向けた改善のポイントと取組方向 

（１）見直しの視点・方向、民間活力の活用の判断理由 

 

（２）課題への対応 
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３ 中間進捗情報 

成果と残された課題 

 

下半期（翌年度）に向けた改善のポイントと取組方向 

〔下半期〕 

 

〔翌年度〕 

 

 

４ 年間実施結果 

取組結果 

 

 

 

成果と残された課題 

（１）成果 

 

 

（２）課題 

 

 

 

 

総 

 

 

合 

 

 

判 

 

 

断 

見直しの視点 

□事業目的の妥当性  □県関与の必要性  □手段の有効性  □手段の効率性  □緊要性 

□該当なし 

見直しの方向 

□廃止(廃止)  □廃止(民営化)  □廃止(国へ移譲)  □廃止(市町へ移譲)  □廃止(休止) 

□見直し・縮小(要改善)  □統合化(要改善)  □終期設定(要改善)  □現行通り  □拡充 

民間活力の活用 

□人材派遣  □委託  □ＰＦＩ等  □指定管理者制度  □地方独立行政法人 □現行通り 

今後に向けた改善のポイントと取組方向 

（１）見直しの視点・方向、民間活力の活用の判断理由 

 

（２）課題への対応 

 

 


